
いわての学び希望基金私立高等学校等卒業者大学等進学支援一時金給付要綱の一部改正新旧対照表 

現 行 改      正      後  

 

いわての学び希望基金私立高等学校等卒業者大学等進学支援一時金給付要綱 

  

 
 第１ ［略］ 

  

（対象者）  

第２ 一時金の給付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当

する者とする。  

(１) 岩手県内の私立高等学校（専攻科を除く。）、私立特別支援学校（高等部）及び私立

専修学校（高等課程）を卒業した者  

(２) 次に掲げる学校等（高等学校若しくはこれに準ずる学校又は特別支援学校高等部の卒

業を入学の要件として定める学校に限る。）に入学した者  

ア 学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第83条第１項に規定する大

学（法第91条に規定する別科及び法第108条に規定する短期大学を含む。）  

イ 法第125条第３項に規定する専修学校の専門課程  

ウ 法第119条第２項に規定する高等専門学校の専攻科  

エ 法第58条第２項に規定する高等学校の専攻科  

オ 法第82条に規定する特別支援学校の専攻科  

カ 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）に基づき設置認可された公共職業能力開

発施設（訓練課程が１年未満のものを除く。）  

キ アからカに掲げる学校等のほか、これらに準ずる学校であって知事が別に定めるもの  

(３) 前号に掲げる学校等に入学した日が属する年度（当該入学日が４月から６月までの月

であるときは、その前年度）における道府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合

算額が、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成22年政令第112号）第４

条第２項第２号で定める額未満の世帯である者 

(４) ［略］ 

(５) ［略］ 

 

第３～第９ ［略］ 

 

附 則  

この要綱は、平成30年４月３日から施行し、平成29年４月１日以降に第２第１号に掲げる学校

を卒業した者から適用する。  

附則 

１ この要綱は、平成30年７月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後のいわての学び希望基金私立高等学校等卒業者大学等進学支援一時

金給付要綱（以下「新要綱」という。）第２第３号の規定の適用は、新要綱の施行の日（以

下、「施行日」という。）以降に新要綱第２第２号に掲げる学校等に入学した者（以下「入

 

いわての学び希望基金私立高等学校等卒業者大学等進学支援一時金給付要綱 

  

 

第１ ［略］ 

 

（対象者）  

第２ 一時金の給付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当

する者とする。  

(１) 岩手県内の私立高等学校（専攻科を除く。）、私立特別支援学校（高等部）及び私立専

修学校（高等課程）を卒業した者  

(２) 次に掲げる学校等（高等学校若しくはこれに準ずる学校又は特別支援学校高等部の卒業

を入学の要件として定める学校に限る。）に入学した者  

ア 学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第83条第１項に規定する大

学（法第91条に規定する別科及び法第108条に規定する短期大学を含む。）  

イ 法第125条第３項に規定する専修学校の専門課程  

ウ 法第119条第２項に規定する高等専門学校の専攻科  

エ 法第58条第２項に規定する高等学校の専攻科  

オ 法第82条に規定する特別支援学校の専攻科  

カ 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）に基づき設置認可された公共職業能力開

発施設（訓練課程が１年未満のものを除く。）  

キ アからカに掲げる学校等のほか、これらに準ずる学校であって知事が別に定めるもの  

(３) 保護者等の道府県民税所得割額の額と市町村民税所得割額の額とを合算した額が85,500

円未満である者 

(４) ［略］  

(５) ［略］  

 

第３～第９ ［略］ 

 

附 則  

この要綱は、平成30年４月３日から施行し、平成29年４月１日以降に第２第１号に掲げる学校

を卒業した者から適用する。  

附則 

１ この要綱は、平成30年７月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後のいわての学び希望基金私立高等学校等卒業者大学等進学支援一時

金給付要綱（以下「新要綱」という。）第２第３号の規定の適用は、新要綱の施行の日（以

下、「施行日」という。）以降に新要綱第２第２号に掲げる学校等に入学した者（以下「入

学した者」という。）について適用し、施行日前に入学した者については、なお従前の例に

よる。 



学した者」という。）について適用し、施行日前に入学した者については、なお従前の例に

よる。 

３ この要綱による改正前のいわての学び希望基金私立高等学校等卒業者大学等進学支

援一時金給付要綱に規定する様式は、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。 

 

 

３ この要綱による改正前のいわての学び希望基金私立高等学校等卒業者大学等進学支 

援一時金給付要綱に規定する様式は、当分の間、これを取り繕って使用することがで 

きる。 

  附則 

この要綱は、令和２年６月９日から施行し、令和２年度の事業から適用する。 

摘

要 
改正箇所は、下線のとおりである。 

 


